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厚
生
労
働
省
で
は
、
介
護
に
つ
い

て
理
解
と
認
識
を
深
め
、
地
域
社
会

に
お
け
る
支
え
合
い
や
交
流
を
促
進

す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
11
月
11
日

（
い
い
日
い
い
日
）
を
介
護
の
日
と

設
定
し
ま
し
た
。

介
護
の
日
を
設
定

  
11
月
11
日
は
介
護
の
日
！

『いい日、いい日、毎日あったか介護ありがとう』

○このページに関するお問い合わせは

◆福祉課　福祉介護担当　

               内線 180・181・182

◆地域包括支援センター　☎23 － �313

　（保健福祉センター内）

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
財
源
は
、
保
険
料

と
税
金
で
す
。

　

介
護
保
険
事
業
は
、
市
の
一
般
会
計
と
は

別
に
運
営
さ
れ
、
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
か

か
る
経
費
は
保
険
料
と
税
金
で
ま
か
な
わ
れ

ま
す
。
内
訳
は
保
険
料
が
50
％
（
65
歳
以
上

の
人
の
保
険
料
19
％
と
�0
～
6�
歳
の
人
の
保

険
料
31
％
）、
税
金
が
50
％
（
韮
崎
市
12
・

５
％
、
山
梨
県
12
・
５
％
、
国
25
％
）
で
す
。

（
グ
ラ
フ
１
）

　

介
護
保
険
を
利
用
す
る
人(

要
介
護
認
定

者
数
）・
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
使
わ
れ
る
金
額

（
保
険
給
付
費
）
と
も
に
大
き
く
伸
び
て
い

ま
す
。
平
成
19
年
の
要
介
護
認
定
者
数
は
、

介
護
保
険
制
度
が
は
じ
ま
っ
た
平
成
12
年
と

比
較
す
る
と
約
１
・
５
倍
（
９
６
７
人
）
と

な
り
ま
し
た
。（
グ
ラ
フ
２
）
ま
た
、
介
護

サ
ー
ビ
ス
費
（
保
険
給
付
費
）
も
、
要
介
護

認
定
者
の
増
加
に
と
も
な
い
、
平
成
12
年
と

比
較
す
る
と
約
２
倍
と
増
加
し
て
い
ま
す
。

（
グ
ラ
フ
３
）

  

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
増
大
は
そ
の
ま
ま
保

険
料
の
上
昇
に
つ
な
が
る
た
め
、
介
護
予
防

に
重
点
を
置
い
た
制
度
が
平
成
18
年
か
ら
は

じ
ま
り
ま
し
た
。
介
護
予
防
事
業
に
取
り
組

む
た
め
に
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
が
設
置

さ
れ
て
い
ま
す
。（
※
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
に
つ
い
て
は
次
ペ
ー
ジ
参
照
）

（グラフ１）（グラフ２）

【
介
護
予
防
運
動
の
様
子
】

いい日
介護の日

（グラフ３）
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　　これまでに皆さんから、介護保険に関して様々な問
い合わせが寄せられていますので、その中でも特に質
問の多かったものについて紹介し、お答えします。

　問１　介護保険ってなんですか？
　　　
　答１介護保険制度は、病気やケガ、加齢などにより日常生活で介護が必要となっ
　　た方を、家族だけでなく社会全体で支えることを目的とした制度です。

　問２　医療（健康）保険と介護保険は違うのですか？
　　
　答２別々の制度です。風邪をひいたときやケガをしたときなどは、医療（健康）　
　　保険を使い治療を受けます。日常生活動作について、介護や支援が必要と認　
　　められたときは、介護保険を使い日常生活の介護や支援のサービスを受けます。

　問３　介護サービスを利用しないから、介護保険料を支払わなくていいですか？
　
　答３介護保険は、介護が必要な方の負担を社会全体で支え合う制度です。本人の
　　希望や、サービスを利用する・しないにかかわらず、原則として４０歳以上の
　　すべての方が加入し、保険料をお支払いいただきます。

　問４　介護サービスを利用するには、どんな手続きが必要ですか？
　
　答４介護サービスを利用するには、介護が必要な状態であるという認定（要介護

認定）を受けなければなりません。市役所福祉課へ介護認定の申請をしてくだ
さい。申請から認定までは１ヶ月ほどかかります。認定については、地域包括
支援センターやケアマネージャーのいる事業所に相談することもできます。

　問５　介護サービスを利用したときの利用料金は、どうなりますか？
　
　答５原則としてサービス費用の１割が利用者の負担となります。利用するサービ
　　スによっては、１割負担のほかに食費や居住費、日常生活費なども自己負担に
　　なります。

　

◆地域包括支援センターをご存知ですか？

　高齢者が住み慣れた地域で、自立した生活
を継続できるよう、総合的に支援するのが保
健福祉センター内に設置されている『地域
包括支援センター』です。
　介護保険についてだけではなく、高齢者が
かかえる様々な問題の相談など、福祉に関す
る総合的な相談を行います。
　介護の必要性を感じる時期は人によって異
なります。
　ご自身について、ご家
族について、毎日の生活
で気になることや不安に
思うことがある方は、お
気軽にご相談ください。

　これらの計画は韮崎市の高齢者のための
総合的な計画で、３年ごとに見直しを行っ
ています。３期に引き続き市民の皆さまの
代表で組織された介護保険事業計画策定懇
話会からご意見をいただきながら、平成
２１年度から平成２３年度の保険給付費の
推計を行い・保険料を見込みます。

※計画策定のためのアンケート調査にご協
力いただいた皆さま、ありがとうござい
ました。（無作為抽出・３０００件）

介護保険の質問にお答えします！

いい日
介護の日

＜韮崎市高齢者福祉計画＞
＜介護保険事業計画（第４期）＞
　　　　　の策定を行っています！
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　（単位：千円）

特別会計 歳 入 歳 出 地方債現在高 企業会計 収 入 支 出 企業債現在高

国民健康保険 3,18�,790 3,122,20� 市立

病院 

収益的 2,120,�51 2,334,77�
1,442,422

老人保健 2,�17,�81 2,�17,�81 資本的 400,59� 474,072

簡易水道 19,927 19,927 �1,915 資本的収支財源 （当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額 11：過年度分損益勘定内部留保資金 73,4�5）下水道事業 1,512,018 1,512,015 9,445,1�7

介護保険 1,542,�31 1,501,�59 水道

事業 

収益的 834,837 829,299
3,2�2,249

介護サービス事業 9,71� 9,71� 資本的 340,780 573,32�

恩賜林保護財産区 1,715 1,503 資本的収支財源 （当年度分消費税及び地方消費税資本的

収支調整額 4,�84：過年度分損益勘定留保資金 227,8�2）甘利山財産区 1,1�7 1,148

歳入総額１２７億5，799万１千円 歳出総額１２４億6，726万 7千円

■投資的経費　　学校や道路といった社会資本を整備するための経費
■義務的経費　　人件費（報酬・給与等）、扶助費（児童手当・生活保

護費等）、公債費（借入金返済）
■その他の経費　積立金、施設の維持経費、団体補助金

■自主財源　韮崎市が自主的に収入できる財源：　　　６０. ７％
■依存財源　国や県に頼らなければ収入できない財源：３９. ３％

特別会計・企業会計決算

　市の平成１９年度決算における歳入は、地方交付税が減額となったものの、法人市民税が対前年度
５億７千万円の増となり、自主財源の比率も前年度に比し５．１ポイントの増となりました。一方、歳出にお
いては韮崎西中学校の建設等により投資的経費が対前年度５千万円の増となったものの、歳出総額では前年
度に比し９千万円の減となりました。
　平成１９年度においても、徹底した経費削減と計画的な財政運営に努め、健全な財政状況を維持すること
ができました。       

韮崎市の財政状況を公表します

一般会計決算

　この「財政状況の公表」
は、市の財政がどのように
運営され、どのような状況
にあるかを市民の皆さんに
広く知っていただくため、
毎年広報により公表してい
るものです。
　平成１９年度の決算状況
のほか平成２０年度予算の
補正状況について、その概
要を公表します。

  
韮企告示第 2 号   
  
   韮崎市財政状況及び健全化判断比率等の公
表に関する条例第２条及び第４条の規定に基
づき、平成２０年９月３０日現在における韮
崎市の財政状況及び平成１９年度健全化判断
比率等について次のとおり公表する。

平成 20 年 11 月 1 日

　韮崎市長　横内　公明 

歳入歳出決算審査意見書
平成２０年５月２６日から７月１４日まで平
成１９年度韮崎市一般会計、各特別会計及び
各企業会計の歳入歳出決算審査を行い、各会
計とも適正妥当であると認められた。
財政健全化審査意見書 
審査に付された健全化判断比率及び資金不足
比率並びにその算定の基礎となる事項を記載
した書類は、いずれも適正に作成されている
ものと認められた。   
        韮崎市監査委員　小松　常信 
                 同　　　　藤嶋　英毅 
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　（単位：円）

市民税（個人）市民１人あたり 4�,300

固定資産税（個人）市内１世帯あたり 77,319

都市計画税（個人）都市計画区域内１世帯あたり 2,894

国民健康保険税被保険者１人あたり 8�,093

入湯税市民１人あたり 524

市たばこ税１人あたり �,20�

　平成１９年度において、入
湯税は市内消火栓の新設改良
費や市観光協会への補助に、
都市計画税は下水道や街路整
備の借入金返済に利用いたし
ました。 

　　主な行政サービス費用　　

※行政サービス総計は一般会計歳出額、国保医療サービス費総計については、被保険者１人あたりの額

主な行政サービス費用 １人あたり １年前１人あたり 増　　減

行政サービス総計 382,092 379,555 2,537

　（うち普通建設事業） 74,571 71,938 2,�33

　（うち借入金返済） 48,002 44,854 3,148

　（うち貯金の積立） 17,�75 8,821 8,854

国保医療サービス費総計 275,594 244,258 31,33�

　（単位：円）

区　　分 当初予算額 繰越額 補正額 予算現額

一般会計 11,901,200 177,519 780,883 12,859,�02

特別会計 7,374,7�7 88,001 7,4�2,7�8

内

訳

国民健康保険 3,391,400 �7,414 3,458,814

後期高齢者医療 254,318 254,318

老人保健 234,071 17,090 251,1�1

簡易水道 21,358 △ 11,2�0 10,098

下水道事業 1,7�1,470 △ 1�,1�3 1,745,307

介護保険 1,�88,24� 30,400 1,718,�4�

介護サービス事業 13,583 520 14,103

恩賜林保護財産区 3,934 3,934

甘利山財産区 �,387 �,387

市立病院 2,571,8�� 2,571,8��

水道事業 1,537,251 9,975 △ 2,139 1,545,087

合　　計 23,385,084 187,494 8��,745 24,439,323

　（単位：千円）

主な行政サービス費用

主な市税の負担概況

予算の補正の状況　平成２０年度上半期

市債の平成１９年度末現在高２７2億５千万円の事業別・借入先別状況

　市全体の借入金現在高は、平
成１８年度末より４億円減少し、
２７２億５千万円となりました。 
　このうち一般会計分１３０億
４千万円については、約６５％
が財源補てんされるので、市の
実質的な負担は軽減されます。 
　公共事業のための借入金につ
いては、将来にわたって後世の
住民にも経費（返済金）を負担
していただくという「世代間公
平の考え方」に基づいています。
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市民にわかりやすい財政運営をめざして

借　　　　方

勘　定　科　目 18 年度19 年度 市　民

金額 一人当たり 金額

[ 資産の部 ] 百万円 千円 百万円

１．有形固定資産

（1） 総務費
（2） 民生費
（3） 衛生費 
（4） 労働費
（5） 農林水産業費 
（�） 商工費  
（7） 土木費  
（8） 消防費  
（9） 教育費  
（10） その他  
（11） 市立病院  
（12） 上水道  
（13） 簡易水道  
（14） 下水道

3,143 
2,8�3 
1,01� 

117 
4,5�9 

190 
14,351 

52� 
18,�85 

2�2 
1,943 
5,544 

144 
11,770

99 
90 
32 
4 

143 
� 

450 
1� 

585 
8 

�1 
174 

4 
　3�9 

3,185 
2,997 
1,053 

128 
4,840 

202 
14,740 

�10 
17,587 

279 
2,112 
5,539 

150 
11,350 

有形固定資産合計 �5,123 2,041 �4,772

２．投資等 　 　
（1）投資及び出資金 4,393 138 4,393

（2）貸付金等
（3）基金

45 
2,830  

1
89

55
3,199

（4）無形固定資産 1� 0 17

投資等合計 7,284 228 7,��4

３．流動資産等 　 　

（1）現金・預金 3,�39 114 3,374

（2）未収金 　 　
　①地方税 40� 13 397

　②その他 413 13 520

（3）貯蔵品・前払金 1� 0 15

流動資産等合計 4,474 140 4,30�

４．繰延勘定 35 1 4�

資産合計 7�,91� 2,410 7�,788

　韮崎市では平成１２年度決算からバランスシートを導入し、平成１３年度決算から一般会計に
企業会計と特別会計を加えた韮崎市全体のバランスシートを作成しています。
　平成１9 年度についても、韮崎市全体の連結バランスシートを市民の皆さまに公表します。
　市民１人当たりの地方債（借金）残高及び翌年度償還（返済）予定額は 85 万 4 千円となり、
昨年度決算時と比較して 4 千円減少しました。資産については、有形固定資産で３万円、現金を
含む資産合計では、２万６千円の増加です。また、市の貯金は国・県の補助金の削減や廃止、韮
崎西中学校建設などに伴う、貯金の取り崩しを行うことにより、今後減ることが予想されます。

平成19年度末　韮崎市連結バランスシート	

貸　　　　方

勘　定　科　目 18 年度
金額

19 年度
金額

市　民
１人当たり

[ 負債の部 ] 百万円 千円 百万円

１．固定負債 
 

（1） 地方債 25,524 　800 25,8�8

（2） 退職給与引当金 3,259 　102 3,1��

　 　

　 　

　固定負債合計 28,783 902 29,034

２. 流動負債

（1）翌年度償還予定額 1,725 54 1,785

（2）未払金 408 13 333

流動負債合計 　2,133 �7 2,118

　　負債合計 30,91� 9�9 31,152

[ 正味資産の部 ] 　 　

　 　

　 　

国・県支出金・
一般財源等

4�,000 1,441 45,�3�

　 　

正味資産合計 4�,000 1,441 45,�3�

負債・正味資産合計 7�,91� 2,410 7�,788
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【健全化判断比率算定結果】

項目 市比率 早期健全化基準

実質赤字比率 無 １３. ７５％

連結実質赤字比率 無 １８. ７５％

実質公債費比率 １５. ６％ ２５. ０％

将来負担比率 ９６. ６％ ３５０. ０％

　韮崎市標準財政規模　
　　＝　80億991万 7千円　

市財政の健全化判断比率等を公表！

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行によ

り、健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、

実質公債比率、将来負担比率の４指標）及び公営企業に

係る資金不足比率の算定及び公表が義務づけられました。 

※各比率のもととなるのが

　　            標準財政規模です。

　これは市の標準的な一般財源

収入額をいい、市税、地方譲与税

及び普通交付税が含まれており

ます。一般家庭に例えると年間の

給料総額に相当するようなもの

といえます。

◆専門用語を解説！
実質赤字比率
・標準財政規模に対する一般会計の赤字の割合です。
	
連結実質赤字比率
・標準財政規模に対する一般会計、特別会計や企業
会計を含めた連結赤字の割合です。	

実質公債費比率
・標準財政規模に対する１年あたりの市全ての借入
金の元利償還金（返済額）などの割合の３か年平
均です。	
　一般家庭に例えると借入金（住宅や車のローン）
の年間返済額の割合となります。	

資金不足比率
・公営企業の事業規模に対する資金不足額
の割合です。	 	 	 	
	 	
将来負担比率
・標準財政規模に対する将来負担すること
となる見込額（充当可能基金を除く。）の
割合です。	
　一般家庭に例えると給料総額に対する借
入金（住宅や車等のローン）の総額や子
どもの今後の学費などの将来負担の額か
ら貯金を除いた額の割合となります。	

＜韮崎市の主な元利償還金＞ 
  
市借入金返済額　
13 億 9,905 万 7 千円 
公営企業の借入金に対する返済額の財源充当額　
　　　　　　　　　　　　　　5 億 5,21� 万 1 千円
峡北広域行政事務組合や塩川土地改良区の借入金等
に対する返済額の財源充当額　4 億 4,�54 万 7 千円

　韮崎市は各比率とも、財政健全
化計画をたてなければならない早
期健全化基準には達していません。
　しかし、今後もこれらの指標を
考慮しながら財政運営を進めてい
くことが大事だと考えております。 
   

項目 市比率 早期健全化基準

 各公営企業会計 無 ２０. ０％

【資金不足比率算定結果】

※実質赤字比率、連結実質赤字比率及び資金

不足比率は、赤字額（資金不足額）がないため、

比率が算定されません。  

＜韮崎市の主な将来負担額＞ 　　　　　　　
　　
市借入金総額
　130 億 3,75� 万 4 千円  
公営企業借入金に対する財源充当見込額
　　　　　　　　　　　　91 億 4,570 万 5 千円 
峡北広域行政事務組合借入金に対する
　　　　  財源充当見込額　40 億 ��� 万 8 千円
職員退職手当負担見込額　27 億 �,�78 万 4 千円

＜充当可能基金額＞           47 億 999 万 7 千円
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か
ら
医
業
収
益
は
増
収
に
転
じ
ま
し
た
が
、
常

勤
医
師
の
減
少
、
入
院
・
外
来
患
者
人
数
の
大

幅
な
減
少
、
退
職
者
の
増
、
法
改
正
に
よ
る
減

価
償
却
費
の
増
大
が
損
失
を
計
上
（
赤
字
）
し

た
要
因
で
す
。

◇
患
者
さ
ん
や
ご
家
族
へ
の
相
談
支
援
の

た
め
「
社
会
福
祉
士
」
を
採
用
し
ま
し
た

　

平
成
19
年
４
月
よ
り
患
者
さ
ん
や
ご
家
族
へ

の
相
談
支
援
を
業
務
と
す
る
社
会
福
祉
士
を
採

用
し
ま
し
た
。
19
年
度
の
社
会
福
祉
士
へ
の
相

談
件
数
は
、
１
、
５
８
９
件
で
、
法
的
制
度
へ

の
申
請
や
退
院
時
の
相
談
な
ど
、
患
者
さ
ん
や

ご
家
族
が
抱
え
る
問
題
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ

り
、
負
担
軽
減
に
繋
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　韮崎市立病院では「地域に愛され信頼され
る病院をつくろう」を目指して、公立病院と
しての役割を果たすため地域医療に取り組ん
でおります。しかし、先ごろニュースになっ
た千葉県銚子市立病院診療休止の例もあるよ
うに、現在地方の公立病院は非常に厳しい経
営環境下にあります。市立病院では、経営状
況を市民の皆さんに広く知っていただくた
め、平成19年度韮崎市立病院事業会計決算
概要を公表いたします。

市
立
病
院
の
運
営
状
況
を

         　
 　

お
知
ら
せ
し
ま
す

◇
患
者
数
が
減
少
し
て
い
ま
す

　

平
成
19
年
度
の
患
者
延
べ
数
は
、
入
院

患
者
５
５
、
８
２
５
人
で
一
般
病
棟
は
、
４

４
、
１
７
７
人
、
療
養
型
病
棟
は
１
１
、
６

４
８
人
、
外
来
患
者
は
８
１
、
５
４
３
人

で
あ
り
、
前
年
と
比
較
す
る
と
、
入
院
患

者
は
一
般
病
棟
で
は
２
、
３
１
４
人
の
減
、

療
養
型
病
床
で
は
４
０
１
人
の
減
、
外
来

患
者
は
５
、
３
３
１
人
の
減
と
な
り
ま
し

た
。
外
来
患
者
数
の
大
幅
な
減
少
に
つ
い

て
は
、
市
内
に
開
業
医
が
増
加
し
た
こ
と

も
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。

（
図
表
１
参
照
）

◇
平
成
19
年
度
韮
崎
市
立
病
院

　
　
　
　
　

事
業
会
計
決
算
概
要

　

事
業
収
入
は
、
前
年
比
１
、
７
４
６
万

８
、
０
４
０
円
減
収
の
21
億
１
、
９
１
９

万
６
、
３
５
１
円
、
事
業
支
出
は
、
前
年

比
２
、
４
８
２
万
６
、
２
６
２
円
増
の
23

億
３
、
３
３
３
万
１
、
９
９
５
円
で
、
純

損
失
２
億
１
、
４
１
３
万
５
、
６
４
４
円

を
計
上
し
、
前
年
度
に
引
き
続
き
赤
字
と

な
り
ま
し
た
。

　

前
年
度
に
は
じ
め
て
の
損
失
を
計
上
し

た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
新
た
な
加
算
診
療

料
を
届
出
し
、
増
収
対
策
を
図
っ
た
こ
と

（
図
表
２
参
照
）

◇
市
立
病
院
は

　
　
　
　

地
域
に
必
要
な
施
設
で
す

　　

国
の
厳
し
い
保
険
財
政
、
診
療
報
酬
の
減

額
化
ま
た
、
慢
性
的
な
医
師
、
看
護
師
の
不

足
の
中
で
現
在
病
院
経
営
は
厳
し
い
状
況
下

に
お
か
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
住
民
の
安
全
、
安
心
な
生
活
を

支
援
す
る
責
務
を
認
識
し
、
職
員
一
丸
と

な
っ
て
努
力
を
し
て
、『
市
民
（
地
域
）
に

愛
さ
れ
信
頼
さ
れ
る
病
院
づ
く
り
』
を
目
指

し
た
地
域
医
療
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ま
に
は
、
こ
の
こ
と
を
ご
理

解
い
た
だ
き
、
ご
利
用
下
さ
い
ま
す
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

■お問い合わせ 　
　韮崎市立病院事務局総務担当
　☎２２ー１２２１　 ２２ー９７３１

【図表２】

【図表１】
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　　市では、“インターネットオークション”の第７回参加申し込みを
開始します。

　　公売物件やオークションへの参加方法、入札方法など詳しくは、ホ
ームページでご確認ください。

　　また、公売物件の下見会を開催しますので、ご来場ください。

　※インターネットに接続可能なパソコンでのみの、ご利用となります。

　■下見会の日時・会場
　　◇日時　１１月１８日（火）～２０日（木）
　　　　　　１０～１５時（１２～１３時までを除く）
　　◇会場　市役所別館３０１会議室

　■オークション参加申込期間
　　１１月１３日（木）１３時  ～ ２７日（木）１７時まで
　　※申し込みは、市またはヤフー株式会社が提供する官公庁オークシ

ョン専用ホームページで、登録方法等内容をご確認のうえ、行っ
てください。

　 ・市役所ホームページ　
　　 http://www.city.nirasaki.lg.jp/gyousei/nouki/koubai-top.htm
 　・ヤフー･オークションホームページ　
  　  http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/

　■入札期間
　　１２月３日（水）１３時～　５日（金）１３時まで

　■買受代金納付期限
　　１２月１２日（金）１４時３０分まで

　■お問い合わせ 
　　収納課徴収第１・２担当　（内線１６３～１６６） 

　

高
齢
者
が
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
に
か

か
る
と
気
管
支
炎

や
肺
炎
を
併
発
し
、

普
通
の
風
邪
に
比

べ
て
重
症
化
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
か
か
る
方

の
75
％
は
、
予
防
接
種
で
感
染
を

免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て

お
り
、
予
防
接
種
は
非
常
に
有
効

で
す
。
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
か
か

ら
ず
元
気
に
過
ご
す
た
め
に
も
予

防
接
種
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

■
実
施
期
間

　

平
成
20
年
10
月
20
日
（
月
）

　
　

～
平
成
21
年
1
月
31
日（
土
）

■
実
施
場
所　

　

指
定
医
療
機
関

※
郵
送
の
案
内
、
ま
た
は
健
康
増

進
担
当
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
対
象
者

◇
接
種
日
現
在
65
歳
以
上
の
方

※
予
診
票
を
郵
送
し
ま
す
。

◇
接
種
日
現
在
60
歳
以
上
65
歳
未

満
の
方
で
心
臓
や
腎
臓
、
呼
吸

器
な
ど
に
、
１
級
程
度
の
障
害

が
あ
る
方

※
接
種
を
希
望
す
る
方
で
、
身
体

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
は

手
帳
を
持
参
し
、
健
康
増
進
担

当
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

◇
実
施
期
間
中
に
65
歳
の
誕
生
日

を
迎
え
る
方

※
誕
生
日
の
前
日
か
ら
対
象
に
な

り
ま
す
。

■
接
種
費
用

　

指
定
医
療
機
関
に
よ
り
費
用

が
異
な
り
ま
す
が
、
２
、
５
０

０
円
ま
で
は
市
が
負
担
し
ま
す
。

２
、
５
０
０
円
を
超
え
る
差
額

に
つ
い
て
は
、
個
人
で
お
支
払

い
く
だ
さ
い
。
な
お
、
実
施
期

間
以
外
や
、
指
定
医
療
機
関
以

外
で
接
種
し
た
場
合
は
、
全
額

自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

■
接
種
手
続
方
法

　

接
種
希
望
者
は
『
予
診
票
』
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
健

康
保
険
証
や
身
体
障
害
者
手
帳

を
持
参
し
、
指
定
医
療
機
関
に

予
約
を
し
て
、
接
種
を
受
け
て

く
だ
さ
い
。

■
お
問
い
合
わ
せ

　

保
健
課
健
康
増
進
担
当

　

（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

☎
２
３
ー
４
３
１
０

２
３
ー
４
３
１
６

あなたも参加しませんか「官公庁オークション」

　
今 月 の 納 税

税　目 納期限

 国民健康保険税　　   　第５期   

　１２月１日（月）
後期高齢者医療保険料　第５期

　■お問い合わせ　収納課（内線１６３～１６６）

「口座からの引き落としは 11 月 28 日（金）」

【ネットオークション出品例】




